
農林水産部　における随意契約の実績　　（令和５年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

1
農林水産
総務課

令和５年度物
価資料掲載単
価データ提供
委託業務

令和5年5月9日 1,201,200
（一財）建設物価調査会
沖縄支部

沖縄県那覇市久茂地３
丁目１番１号

第167条の２
第１項第２号

　同業務で必要なデータの著作権を有している
（一財）建設物価調査会沖縄支部と契約してい
る。

特命随
意契約

2
農業研究
センター(本
所)

サトウキビ交配
温室システム
年間保守点検
業務

令和5年4月1日 1,430,000
アズビル（株）ビルシステ
ムカンパニー九州支店

福岡県福岡市博多区
冷泉町２番１号

第167条の２
第１項第2号

本委託業務の対象である交配温室システム
（交配温室、日長処理室、出穂誘導室）のメイ
ン機器である環境計測と各種機器の制御を行
うコンピューター（グリーンキット）は同社製であ
り、独自のプログラム設計が施されているの
で、同社以外では保守点検の対応が不可能で
あるため、契約の相手方として選定した。

特命随
意契約

3
農業研究
センター(本
所)

令和５年度作
物障害AI画像
診断判別機器
開発委託業務

令和5年4月1日 26,013,900
（株）メディアトランスポー
ト

沖縄県中城村字北上
原343番地

第167条の２
第１項第2号

令和４年度にプロポーザル方式により選定した
事業者で、事業計画が複数年計画されてお
り、令和４年度の成果を基に引き続き機器開
発を行う必要があるため、契約の相手方として
選定した。

特命随
意契約

4
農業研究
センター(本
所)

作物ストレス高
度測定及び管
理業務

令和5年4月1日 5,900,000 沖阪産業（株）
沖縄県那覇市港町３丁
目５番１号

第167条の２
第１項第２号

当該事業における開発中の測定技術は新技
術であり、技術ノウハウを保持する必要がある
ことから、事業開始時（令和元年度）より携わっ
ている事業者に継続的に委託する必要がある
ため、契約の相手方とした。

特命随
意契約

5
農業研究
センター(本
所)

さとうきび機械
化一貫体系モ
デル事業にお
ける機械作業
性能評価試験
に必要な自動
操舵システム
（２機）の貸借

令和5年4月4日 1,372,800 （株）くみき
沖縄県与那原町字上
与那原439番地

第167条の２
第１項第２号

本性能評価試験で必要とする「自動操舵シス
テム」の「CHCNAV（NX510）」及び「Hitz
（SG100）」において、「CHCNAV（NX510）」は、
（株）くみきが独自に開発した著作物で、「Hitz
（SG100）」の県内唯一の代理店は（株）くみき
である。上記機器の貸借は同者以外では対応
が困難であるため、契約の相手方とした。

特命随
意契約
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農林水産部　における随意契約の実績　　（令和５年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

6
農業研究
センター(本
所)

市況解析シス
テム保守業務

令和5年4月1日 1,201,772
富士通Japan（株）沖縄支
社

沖縄県那覇市久茂地１
丁目12番12号

第167条の２
第１項第2号

市況解析システムは富士通株式会社が沖縄
県農業研究センター向けにカスタマイズしたシ
ステムであり、同社以外では保守点検対応が
困難なため、契約の相手方として選定した。

特命随
意契約

7
農業研究
センター(本
所)

サトウキビ栽培
における赤土
流出抑制の調
査業務

令和5年4月1日 9,130,000
（株）沖縄環境科学研究
所

沖縄県宜野湾市新城１
丁目24番13号

第167条の２
第１項第2号

令和４年度から継続している調査で、同一の機
器を使用し、同一の手法により、作物の生育状
況や天候の変化に応じた連続性のあるデータ
を得る必要があるため、契約の相手方として選
定した。

特命随
意契約

8
農業研究
センター(本
所)

令和５年度　無
人航空機を利
用した雑草及
び害虫被害を
検出する基礎
技術に係る研
究業務委託

令和5年4月3日 1,490,000
（公財）かずさＤＮＡ研究
所

千葉県木更津市かずさ
鎌足２丁目６番７号

第167条の２
第１項第2号

令和４年度にプロポーザル方式により選定した
事業者で、事業計画が複数年計画されてお
り、令和４年度の成果を基に引き続き研究を行
う必要があるため、契約の相手方として選定し
た。

特命随
意契約

9
農業研究
センター(本
所)

センサーデータ
とＩｏＴを活用し
たマンゴー病
害の感染リスク
予測による新
たな防除法開
発業務委託

令和5年4月1日 1,240,250
（株）ＩＴグローバルブレイ
ン

東京都品川区西五反
田１丁目１７番１号　第
二東栄ビル７階

第167条の２
第１項第2号

令和４年度からセンサー機器を現地圃場に設
置し、９月まで同じハウス、樹、測定部位、測定
機器を使用して継続した測定を行う必要があ
るため、契約の相手方として選定した。

特命随
意契約

10
畜産研究
センター

家畜飼料売買
単価契約

令和5年4月3日 3,100,879 沖縄県農業協同組合
沖縄県那覇市壺川2丁
目9番地1号

第167条の２
第１項第6号

生育ステージに応じて多種の給餌飼料が必要
であり、これら飼料を一元的に扱う業者が限ら
れることから、随意契約とした。

特命随
意契約

11
畜産研究
センター

家畜飼料売買
単価契約

令和5年4月3日 2,855,380 (株)森栄飼糧
鹿児島県鹿屋市輝北
町下百引2945番地3

第167条の２
第１項第6号

生育ステージに応じて多種の給餌飼料が必要
であり、これら飼料を一元的に扱う業者が限ら
れることから、随意契約とした。

特命随
意契約

12
畜産研究
センター

家畜飼料売買
単価契約

令和5年4月3日 1,896,493
沖縄県酪農農業協同組
合

沖縄県八重瀬町友寄
960番地

第167条の２
第１項第6号

生育ステージに応じて多種の給餌飼料が必要
であり、これら飼料を一元的に扱う業者が限ら
れることから、随意契約とした。

特命随
意契約
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13
畜産研究
センター

家畜飼料売買
単価契約

令和5年4月3日 3,465,855 琉球飼料(株)
沖縄県浦添市港川495
番地の3

第167条の２
第１項第2号

当センターでは琉球飼料株式会社と委託販売
契約を締結し、銘柄「琉球元豚アグー」として販
売しており、出荷数の大部分を占めている。
「琉球元豚アグー」として出荷するには肉質の
安定・向上を図るため専用肥育飼料を給与す
る必要があるが、その取扱いは琉球飼料株式
会社のみであるため。

特命随
意契約

14
畜産研究
センター

液体窒素売買
単価契約

令和5年4月3日 7,986,000 (株)オカノ
沖縄県那覇市安謝１丁
目23番8号

第167条の２
第１項第2号

沖縄本島内において契約品目（液体窒素）に
ついて安定的に必要量を供給出来る業者は指
名業者のみであるため。

特命随
意契約

15
森林資源
研究セン
ター

令和５年度持
続可能な森林
造成支援シス
テムの構築委
託業務

令和5年4月20日 7,385,554

持続可能な森林造成シ
ステムの構築委託業務
沖縄県環境科学セン
ター・沖縄県緑化推進委
員会共同企業体
①(一財)沖縄県環境科学
センター
②(公社)沖縄県緑化推進
委員会

①沖縄県浦添市経塚
720番地
②南風原町新川135番
地

第167条の２
第１項第２号

令和４年度にプロポーザル方式により選定した
事業者で、事業計画を複数年計画しており、令
和４年度の成果を基に引き続き研究を継続す
る必要があるため、契約の相手方として選定し
た。

16

水産海洋
技術セン
ター石垣支
所

取水第２ポンプ
室１号ポンプ修
繕

令和5年6月16日 2,935,460 旭電気舎
沖縄県石垣市字平得
141番地

第167条の2
第1項第6号

当該施設は、研究用海水を安定的に供給する
ために他の施設と連動して稼働することを前提
としており、それらの施設の一括保守管理を行
う者に業務を履行させなければ、障害発生時
の対処に支障を生じ、また、管理責任の所在
が不明確になるおそれがあるため

17
流通・加工
推進課

令和5年度　農
産物における
戦略品目を核
としたおきなわ
ブランド推進事
業委託業務

令和5年5月15日 11,000,000

農産物における戦略品目
を核としたおきなわブラン
ド推進事業コンソーシア
ム
①マイファーム（幹事企
業）
②沖縄県農業協同組合

①京都府京都市下京
区東塩小路町６０７番
地　辰巳ビル1階
②沖縄県那覇市壷川
二丁目9番地１

第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
ろ１社から応募があった。企画提案内容等を企
画提案審査会において審査したところ、総合点
数の評価が基準を満たしていたため、契約の
相手方として選定した。
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農林水産部　における随意契約の実績　　（令和５年度１／四半期分）
単位：円
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18
流通・加工
推進課

令和５年度　６
次産業化ス
タートアップ事
業委託業務

令和5年6月29日 7,474,995

６次産業化スタートアップ
事業コンソーシアム
①株式会社アール・
ピー・アイ
②沖縄セルラーアグリ＆
マルシェ株式会社

①東京都千代田区神
田神保町2丁目38番地
②沖縄県那覇市松山１
－２－１

第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
ろ２社から応募があった。それぞれの企画提
案内容等を企画提案審査会において審査した
ところ、左の社の提案は総合得点が最も高得
点であったため、契約の相手方として選定し
た。

19
流通・加工
推進課

県内ホテルに
おける県産食
材利用促進事
業

令和5年6月14日 4,900,197 株式会社　流通研究所
神奈川県厚木市寿町１
丁目４番３－２号

第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
ろ１社から応募があった。企画提案内容等を選
定委員会において審査したところ、総合点数の
評価が基準を満たしていたため、契約の相手
方として選定した。

20
流通・加工
推進課

「おきなわ食材
の店」等におけ
る県産食材利
用拡大事業

令和5年6月20日 10,751,400
光文堂コミュニケーション
ズ株式会社

沖縄県島尻郡南風原
町字兼城577番地

第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
ろ１社から応募があった。企画提案内容等を選
定委員会において審査したところ、総合点数の
評価が基準を満たしていたため、契約の相手
方として選定した。

21
流通・加工
推進課

地域農林水産
物活用支援委
託業務

令和5年6月29日 21,175,000

地域農林水産物活用支
援コンソーシアム
①(株)アール・ピー・アイ
②沖縄セルラーアグリ＆
マルシェ(株)

①東京都千代田区神
田神保町２丁目38番い
ちご九段ビル３階
②沖縄県那覇市松山１
－２－１

第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
ろ１社から応募があった。企画提案内容等を選
定委員会において審査したところ、左の社の提
案は総合得点が最低基準点を満たしていたた
め、契約の相手方として選定した。

22
流通・加工
推進課

沖縄県農山漁
村発イノベー
ションサポート
センター委託業
務

令和5年6月5日 9,653,000 (株)パソナ農援隊
東京都港区南青山３丁
目１番30

第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
ろ２社から応募があった。それぞれの企画提
案内容等を選定委員会において審査したとこ
ろ、左の社の提案は総合得点が最も高得点で
あったため、契約の相手方として選定した。

23
中央卸売
市場

廃棄物の仲介
処理業務委託

令和5年4月6日 4,362,600
沖縄県中央卸売市場協
会

沖縄県浦添市伊奈武
瀬1丁目11番1号

第167条の２
第１項第７号

当協会は、市場内にあることから、市場業者と
密に連携することで、廃棄物の処理を効率的
に行うことが可能である。さらに、廃棄物の仲
介処理業務を受託した実績があることから契
約の相手方として適当である。

特命随
意契約
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24
農政経済
課

未収金回収業
務委託（農業改
良資金）

令和5年4月3日

回収のあった
金額の30%とこ
れに対する消
費税相当額及
び一債権の調
査業務に対し
10,000円とこ
れに対する消
費税相当額

株式会社沖縄債権回収
サービス

沖縄県那覇市西１丁目
19番７号

第167条の２
第１項第２号

委託業務の内容上、債務者に関する個人情報
取扱業務や督促業務等を伴い、高い遵法意識
が必要である。業者の選定には、法務大臣の
認定を受け、自治体からの受託実績等を有す
る債権回収会社を選定する必要があり、一般
の競争入札には適さない。
沖縄県内で法務大臣の認可を受けて営業を
行っている債権回収会社で、回収業務の受託
を行っている会社は１社のみであるため。

特命随
意契約

25
農政経済
課

令和５年度沖
縄県農業経営
者サポート事
業（経営サポー
ト活動）委託業
務

令和5年4月3日 9,829,000
株式会社CSDコンサルタ
ンツ

沖縄県浦添市勢理客４
丁目13番１号
浦添市産業振興セン
ター
結の街５０３号室

第167条の２
第１項第２号

令和５年度農業経営者サポート事業(経営サ
ポート活動) 委託業務企画提案募集要領に基
づき、プロポーザル方式により公募を行ったと
ころ１社から応募があった。選定委員会におい
て企画提案内容等を審査した結果、採択の要
件をみたしていることから左記の者を受託者と
して選定した。

26
農政経済
課

令和５年度沖
縄県農業経営
者サポート事
業（就農サポー
ト活動）委託業
務

令和5年4月1日 4,576,000
公益財団法人沖縄県農
業振興公社

沖縄県島尻郡南風原
町
字本部453番地３

第167条の２
第１項第２号

「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方
針（令和５年４月）」第３の２にて、「センターの
業務を行う拠点として相談窓口を設置する機
関について、当面の間、就農相談窓口を沖縄
県農業振興公社とする」としており、農業経営・
就農支援体制整備推進事業実施要綱の別記
１第３の２の委託要件を全て満たす唯一の組
織となっているため、契約の相手方として選定
した。

特命随
意契約
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農林水産部　における随意契約の実績　　（令和５年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

27
営農支援
課

令和５年度赤
土等流出防止
活動資金の確
保に係る制度
設計委託業務

令和5年6月1日 15,268,000
株式会社沖縄イニシア
ティブ

沖縄県那覇市小禄
1831-１
沖縄産業支援センター
403－２

第167条の２
第１項第２号

本業務は、持続的な赤土等流出防止体制の
構築に向けた「赤土等流出防止活動資金の確
保に係る制度設計」を目的としている。
そのため、市町村地域協議会や農業環境コー
ディネーターのこれまでの活動状況を踏まえつ
つ、資金確保に係る制度設計のために、市場
調査、資金確保に係る手法の選定、ステーク
ホルダーからの意見聴取や事業計画の作成
等、実施すべき事項が複雑多岐にわたり、且
つ連続性が求められる。
そこで、令和４年度に本業務について企画提
案審査を行ったところ、株式会社沖縄イニシア
ティブから、令和４～５年度の期間における地
域協議会や農業環境コーディネーターの認知・
理解の向上と収益開発事業について提案を受
け、採用していることから、同社と引き続き契
約を締結することが、事業目的の達成に有効
であると考える。

特命随
意契約

28
営農支援
課

令和５年度新
規畑人資金支
援事業（就農準
備資金）業務

令和5年4月1日 7,743,000 沖縄県農業振興公社
沖縄県島尻郡南風原
町字本部453番地３

第167条の２
第１項第２号

①（公財）沖縄県農業振興公社は、県内で唯
一「沖縄県農業経営・就農支援センター」の拠
点に位置づけられており、新規就農相談窓口
として、新規就農者に対する就農相談業務を
行っていることから、就農相談からスムーズに
研修へとつなぐことができる。
②国の新規就農者確保緊急対策実施要綱の
別記５の交付主体及び新規就農者育成総合
対策実施要綱の別記２の就農準備資金の交
付主体に都道府県、農業経営・就農支援セン
ター又は市町村と記載されており、「農業経営・
就農支援センター」に指定されている同公社及
び沖縄県、市町村のみが、交付主体となること
が可能である。
　上記の理由により、従前から業務の一部を当
公社に委託してきた経緯があり、今年度も引き
続き委託することで、新規就農希望者にとっ
て、効率的かつ効果的なサービスを提供でき
ることから、契約の相手方として選定した。

特命随
意契約

6



農林水産部　における随意契約の実績　　（令和５年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

29
営農支援
課

令和５年度沖
縄県特別栽培
農産物認証等
推進・普及事業
委託業務

令和5年4月3日 37,183,850 株式会社マイファーム
京都府京都市下京区
東塩小路町607番地辰
巳ビル１階

第167条の２
第１項第２号

本業務は、令和４年度から令和６年度までの３
年間の継続事業であり、令和４年度は栽培マ
ニュアル作成のための実証栽培および栽培技
術の普及等を行った。継続して実証ほでデータ
を取る必要があり、これらの取組を、事業の継
続性を担保しつつ効率的・効果的に推進する
ため、前年度までと同一の社を契約の相手方
とした。なお、令和４年度の業者選定にあたっ
ては、公募型プロポーザル方式を採用した。

特命随
意契約

30
営農支援
課

令和５年度沖
縄県有機農業
実態調査委託
業務

令和5年4月18日 3,300,000 沖縄協同青果株式会社
沖縄県浦添市伊奈武
瀬１丁目11番１号

第167条の２
第１項第２号

本委託業務の実施内容については、有機ＪＡＳ
農産物生産者を対象とした調査等となってお
り、個人出荷情報の把握については、沖縄県
中央卸売市場における唯一の卸売業者である
事業者のみ可能であることから契約の相手方
として選定した。

特命随
意契約

31
病害虫防
除技術セン
ター

ウリミバエ・ミカ
ンコミバエ調査
用薬剤（混合剤
綿棒）

令和5年4月4日 3,510,540 琉球産経株式会社
豊見城市字高安５８６
番地

第167条の２
第１項第２号

本剤はサンケイ化学(株)が国内唯一の製造業
者である。さらに、沖縄地区における当該薬剤
の販売代理店は琉球産経だけであるため、琉
球産経と随意契約を行う。

特命随
意契約

32
病害虫防
除技術セン
ター

北部製糖製粗
糖の単価契約
書

令和5年4月21日 8,198,820 株式会社大東商事
浦添市西洲２丁目11番
地８

第167条の２
第１項第２号

県が発注する物品の製造、買入れ、売払い等
の競争入札に参加する者の資格に関する規程
第２条に基づき、粗糖の取扱がある登録業者
が株式会社大東商事のみであったため。

特命随
意契約

33
病害虫防
除技術セン
ター

赤ふすまの単
価契約

令和5年4月12日 3,000,800 沖縄製粉株式会社
那覇市通堂町１番地１
号

第167条の２
第１項第２号

ふすまの品質の変化は、ウリミバエの生産に
大きな影響を及ぼすことから、製品の安定供
給、歩留の高さ、産地指定等の理由から、沖
縄製粉株式会社製No.1 Canadian Wheat(1CW)
に指定されてきた。今後とも製品を指定した供
給を行う必要がある。

特命随
意契約

34
病害虫防
除技術セン
ター

令和５年度沖
縄群島におけ
るウリミバエ不
妊虫航空放飼

令和5年4月3日 62,762,656
中日本航空株式会社沖
縄営業所

那覇市金城５－８－５
ハウス赤嶺１Ｆ

第167条の２
第１項第２号

ウリミバエ不妊虫投下装置を所有しているの
は、中日本航空株式会社のみであるため。

特命随
意契約
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農林水産部　における随意契約の実績　　（令和５年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

35
病害虫防
除技術セン
ター

令和５年度八
重山群島にお
けるウリミバエ
不妊虫航空放
飼防除委託

令和5年4月3日 89,379,796
中日本航空株式会社沖
縄営業所

那覇市金城５－８－５
ハウス赤嶺１Ｆ

第167条の２
第１項第２号

ウリミバエ不妊虫投下装置を所有しているの
は、中日本航空株式会社のみであるため。

特命随
意契約

36
病害虫防
除技術セン
ター

令和５年度八
重山群島にお
けるミカンコミ
バエ侵入防止

令和5年4月14日 55,061,380
中日本航空株式会社沖
縄営業所

那覇市金城５－８－５
ハウス赤嶺１Ｆ

第167条の２
第１項第２号

ミカンコミバエ防除用誘殺板投下装置を所有し
ているのは、中日本航空株式会社のみである
ため。

特命随
意契約

37
病害虫防
除技術セン
ター

令和5年度与那
国町における
ウリミバエ不妊
虫放飼等作業
業務

令和5年4月3日 2,990,000 沖縄県農業協同組合 那覇市壷川２－９－１
第167条の２
第１項第２号

当組合が唯一の農業者のための団体であり、
農業協同組合は地域の農業振興を図るため
に組織された団体で、ウリミバエの再侵入を防
止するという当該委託の目的にかなった業務
遂行が期待できる。
また、与那国町内には他に本事業を受託でき
る業者がいない。

特命随
意契約

38
病害虫防
除技術セン
ター

令和５年度久
米島における
ゾウムシ等根
絶及び侵入防
止事業

令和5年4月3日 25,900,000
久米島イモゾウムシ等防
除対策協議会

久米島町字比嘉2870
第167条の２
第１項第２号

ゾウムシ等根絶及び侵入防止事業の実施にあ
たっては、地域一体となった取り組みが必要で
あることから、関係機関で構成する久米島イモ
ゾウムシ等防除対策協議会を設立している。
委託業務についても、寄主植物とそれ以外の
植物を見分けて行う除去作業や寄主植物の採
取作業やトラップ調査の際に必要な専門的知
識を本協議会は持っていることから、根絶事業
及び侵入防止事業に関わる作業を円滑に行う
ことができる。
また、本協議会はこれまでも久米島におけるゾ
ウムシ等根絶及び侵入防止事業の業務を受
託し、忠実に業務を遂行している。

特命随
意契約

39
園芸振興
課

「おきなわフ
ルーツブランド
確立推進事業」
委託業務

令和5年4月10日 4,000,000
株式会社ノイズ・バリュー
社

沖縄県那覇市銘苅2-
4-35
アーバンプラネットビル
3階

第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
ろ1社から応募があった。企画提案内容等を選
定委員会において審査したところ、左の社の提
案は生産・流通モデル開発に優れていること
から評価が高く、選定基準である総得点の6割
以上（7.3割）であったため、契約の相手方とし
て選定した。
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農林水産部　における随意契約の実績　　（令和５年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

40
園芸振興
課

園芸産地生産
体制の現地実
態調査委託業
務

令和5年5月8日 10,996,480 株式会社流通研究所
神奈川県厚木市寿町１
丁目４番３－２号

第１６７条の
２第１項第２

号

・本事業は、本県で経済栽培されている野菜･
花き･果樹について農作業労働力の負荷軽減
を目的として、令和4年度～令和6年度の3ヶ年
間をかけて作業効率化や収量･品質向上を図
れる機械化について調査と実証を行う委託業
務としている。
・令和4年度において、民間企業の持つ効果的
な手法を募集するためプロポーザル方式によ
り、3ヶ年間の調査行程および実証に関する計
画等複数年の計画について評価しており、委
託先を(株)流通研究所として随意契約を行っ
た。
・本事業の2年目となる令和5年度については、
調査対象である野菜･花き･果樹の作期(播種･
定植から収穫･片付けまでの期間)が年度を跨
ぐため、同一の受託者が継続して調査を実施
することで事業を円滑に遂行できる。
・また、令和4年度末には事業報告会において
委託業務の審査を行っており、令和5年度の契
約継続について、調査の連続性もふまえて異
議はないとして評価している。
　以上により、令和5年度においても引き続き
(株)流通研究所を委託先として随意契約を行う
こととした。

41
糖業農産
課

さとうきび優良
種苗安定確保
事業委託契約

令和5年4月6日 3,004,430
北部地区さとうきび生産
振興対策協議会

名護市伊差川798-1
第167条の2
第1項第2号

本委託契約はさとうきびにおける種苗伝染性
の病害の蔓延を防ぐため、（国研）農業・食品
産業技術総合研究機構種苗管理センターが生
産した苗を元に原種苗の増殖を目的としてい
る。そのため、競争入札に適さず、健全な苗の
増殖技術を有する当該団体を選定した。

特命随
意契約

42
糖業農産
課

さとうきび優良
種苗安定確保
事業委託契約

令和5年4月21日 2,123,550
南部地区さとうきび生産
振興対策協議会

糸満市座波4番地
第167条の2
第1項第2号

本委託契約はさとうきびにおける種苗伝染性
の病害の蔓延を防ぐため、（国研）農業・食品
産業技術総合研究機構種苗管理センターが生
産した苗を元に原種苗の増殖を目的としてい
る。そのため、競争入札に適さず、健全な苗の
増殖技術を有する当該団体を選定した。

特命随
意契約
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農林水産部　における随意契約の実績　　（令和５年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

43
糖業農産
課

令和５年度さと
うきびスマート
農業技術体系
モデル検証事
業委託業務

令和5年4月3日 8,469,604 株式会社流通研究所
神奈川県厚木市寿町１
丁目４番３－２号

第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
ろ１社から応募があった。企画提案内容等を選
定委員会において審査したところ、総合点数の
評価が選定基準点以上であったため、契約の
相手方として選定した。

44
糖業農産
課

令和5年度沖縄
黒糖販路拡大
推進事業委託
業務

令和5年4月26日 13,242,999
公益財団法人
流通経済研究所

本社：
東京都千代田区九段
南4-8-21 10F

沖縄営業所：
沖縄県那覇市久茂地
1-1-1 9F

第167条の2
第1項第2号

プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
ろ2社から応募があった。それぞれの企画提案
内容等を選定委員会において審査したところ、
左の社の提案は沖縄黒糖の販路拡大への取
組内容が優れていることから特に評価が高く、
総合得点でも最も高得点であったため、契約
の相手方として選定した。

45 畜産課

令和５年度乳
用牛育成強化
事業
業務委託契約

令和5年4月1日 58,219,818
沖縄県酪農農業協同組
合

沖縄県島尻郡八重瀬
町字友寄960番地

第167条の２
第１項第２号

　本業務は、沖縄県家畜改良センター乳用牛
部門（以下、改良センター）の業務の一部を委
託するものである。改良センターの主な業務
は、県内酪農家より乳用雌子牛を預かり、管
理・育成・人工授精等を行い、優良な初妊牛を
酪農家へ引渡すものである。乳用雌子牛の育
成管理については、乳用種としての飼料設計
や育成管理等の知識及び技術が必要となるた
め、県内唯一の酪農専門農協であり乳用牛育
成等に関する知識及び技術を備えている沖縄
県酪農農業協同組合を選定した。

特命随
意契約

46 畜産課

令和５年度ア
グー純粋豚避
難に係る保全
管理業務委託
契約

令和5年4月1日 10,063,694 沖縄県農業協同組合
沖縄県那覇市壷川２丁
目９番地１

第167条の２
第１項第２号

　本委託業務は、豚熱等の感染からアグーを
保全するため、久米島に避難したアグー純粋
豚の保全管理業務を委託するものである。当
該組合は、久米島避難施設の所有者であると
ともにアグーの衛生飼養管理等に関す知識・
技術および資材等の円滑な調達能力を備えて
いることから、契約の相手方として選定した。

特命随
意契約
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農林水産部　における随意契約の実績　　（令和５年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

47 畜産課

沖縄アグー豚
保全体制構築
事業（テーマ３
沖縄アグー豚
受精卵の移植）

令和5年4月12日 2,077,985
国立研究開発法人農業・
食品産業技術総合研究
機構

茨城県つくば市観音台
３丁目１番地１

第167条の２
第１項第２号

　本委託業務では、受精卵移植による沖縄ア
グー豚誕生の実証を行う。
　事業の性質・内容から、通常の競争入札はな
じまないと判断されたことから、平成28年度の
企画競争型プロポーザルにより選定を行った
結果、当該機構が選定された。令和２年度の
事業実績検討委員会においても、継続委託が
妥当との評価が得られたため、当該機構を契
約の相手方として選定した。

特命随
意契約

48 畜産課
養ほう安定推
進事業に係る
委託業務

令和5年6月5日 1,355,200 株式会社イーサー
沖縄県那覇市安謝１-
18-20めぞねっとおかっ
ぱだいだい２

第167条の２
第１項第３号

　本事業については、蜂群配置情報（蜂場の
移動や群数）の変更等に応じ情報の更新およ
び保守管理を委託するものである。
　株式会社イーサーは当該システムを平成２６
年度に構築しており、蜂群配置情報の管理や
情報の更新および保守管理等についての知
識・技術があり、県内で当該システムの維持管
理に係る業務を履行できるのは当社のみであ
ることから、契約の相手方として選定した。

特命随
意契約

49 畜産課

県産農林水産
物輸出体制構
築事業（畜産）
委託業務契約

令和5年5月15日 11,312,830
公益財団法人沖縄県畜
産振興公社

沖縄県那覇市古波蔵１
丁目24番27号

第167条の２
第１項第２号

　本委託業務は、地域のブランド力を活かした
需要開拓により増加傾向にある県産畜産物輸
出量を更に増やすことを目的としている。
　公益財団法人沖縄県畜産振興公社は、県産
畜産物の輸出に取り組む唯一の事業者団体
である畜産物輸出促進協議会の事務局となっ
ていることに加え、県産畜産物の生産・流通・
消費に関する各種畜産団体と長年培ったネッ
トワーク機能、畜産物の流通に関する情報やノ
ウハウを有している団体であることから、契約
の相手方として選定した。

特命随
意契約

50 畜産課

沖縄県産豚肉
消費活性化事
業委託業務契
約

令和5年6月16日 13,899,270
株式会社ノイズ・バリュー
社

沖縄県那覇市銘苅２丁
目４番35号
アーバンプラネットビル
３階

第167条の２
第１項第２号

　プロポーザル方式により広く公募を行ったと
ころ４社から応募があった。それぞれの企画提
案内容等を選定委員会において審査したとこ
ろ、左の社の提案は、実施体制や過去の実績
が優れていることから特に評価が高く、総合得
点でも最も高得点であったため、契約の相手
方として選定した。

11



農林水産部　における随意契約の実績　　（令和５年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

51 畜産課
畜産経営技術
改善指導事業
委託契約

令和5年4月3日 2,615,000
公益財団法人沖縄県畜
産振興公社

那覇市古波蔵１丁目24
番27号

第167条の２
第１項２号

　当事業の性格上、事業の円滑な実施を図る
ためには畜産経営指導の専門的知識および
技術が必要である。公益財団法人沖縄県畜産
振興公社には専門的職員がおり、かつ他機関
等との連携を含めた指導体制が整備されてお
り、円滑な業務引継及び事業の確実な実施が
見込めることから、公益財団法人沖縄県畜産
振興公社に委託して実施する必要がある。

特命随
意契約

52 畜産課

那覇空港国内
線における旅
客等の靴底消
毒業務委託

令和5年4月25日 3,408,372 株式会社　沖縄ダイケン
沖縄県那覇市おもろま
ち１丁目１番12号

第167条の２
第１項第２号

　沖縄県における豚熱、アフリカ豚熱など特定
家畜伝染病の侵入防止対策を強化するため、
空港における靴底消毒マットを整備する必要
がある。
　那覇空港において、定期的な靴底消毒マット
へ消毒液の散布等消毒効果を保つため、巡回
者等管理者の設置が必要だが、空港内制限
管理エリアへの立入は制限されているため、
立入許可を取得している当該業者と委託契約
を締結し、定期的な清潔マットの整備を行う。

特命随
意契約

53 畜産課

那覇空港国内
線における靴
底消毒マットの
賃貸借契約

令和5年4月25日 1,856,690 株式会社　丸忠
沖縄県浦添市牧港５－
19－８

第167条の２
第１項第２号

　沖縄県における豚熱、アフリカ豚熱など特定
家畜伝染病の侵入防止対策を強化するため、
空港における靴底消毒マットを整備する必要
がある。
　那覇空港において、定期的な靴底消毒マット
へ消毒液の散布等消毒効果を保つため、定期
的なマットの交換が必要だが、空港内制限管
理エリアへの立入は制限されているため、立
入許可を取得している当該業者と契約を締結
し、定期的な清潔マットの整備を行う。

特命随
意契約

54 畜産課

野生イノシシ監
視体制強化に
係る捕獲等業
務

令和5年5月16日 2,477,000
一般社団法人　沖縄県猟
友会

沖縄県那覇市泉崎１－
２－２

第167条の２
第１項第２号

　本事業は、狩猟免許を有する捕獲者により
野生イノシシ捕獲を行い血液採材をする委託
業務となっており、わな及び銃使用における専
門知識及び鳥獣保護法や狩猟に関する知識
等が必要な業務となっている。このような事業
の性質から判断して、随意契約とする。

特命随
意契約

12



農林水産部　における随意契約の実績　　（令和５年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

55 畜産課
令和５年度「沖
縄型耕畜連携
推進事業」

令和5年4月12日 14,226,960

沖縄県環境科学セン
ター・建設技術研究所共
同企業体
①一般財団法仁沖縄県
環境科学センター
②（株）建設技術研究所
沖縄支社

①沖縄県浦添市字経
塚７２０番地
②沖縄県那覇市泊2丁
目1番18号

第167条の２
第１項第２号

　本業務は、令和４年度から平令和６年度まで
の３年間の継続事業であり、中間年度となる令
和５年度は、堆肥等の利活用推進のため飼料
作物栽培試験の実施やモデル地区における耕
畜連携の推進を行うため、前年度調査で得ら
れた環境対策事例の活用やデータの活用等
の高度な分析や反映が必要となる。
これらの取組を、事業の継続性を担保しつつ
効率的・効果的に推進するため、前年度と同
一の社を契約の相手方とした。なお、令和４年
度の業者選定にあたっては、公募型プロポー
ザル方式を採用した。

56 畜産課

県産肥育牛ブ
ランド力強化推
進事業業務委
託

令和5年4月3日 1,500,000
（公社）沖縄県家畜改良
協会

沖縄県八重瀬町外間
106-2

第167条の２
第１項第２号

　当事業の性格上、事業の円滑な実施を図る
ためには、肥育技術に関する指導及び専門的
知識が必要である。（公社）沖縄県家畜改良協
会は、家畜登録情報（血統情報等）、産肉能力
育種価等のデータを所有する県内唯一の団体
であること、全国家畜登録協会と連携して肥育
技術研修会を実施できるため、契約の相手方
として選定した。

特命随
意契約

57
中央家畜
保健衛生
所

死亡牛保管冷
蔵施設向け紫
外線光触媒脱
臭装置の賃貸
借及び保守

令和5年4月1日 1,115,888 日本施設株式会社
東京都世田谷区上馬4
丁目33番地10号

第167条の２
第１項第２号

　BSE(牛海綿状脳症）検査のための死亡牛冷
蔵保管庫に設置する脱臭装置は、死亡牛から
発生する硫化水素など健康被害のある悪臭ガ
スを発生除去するとともに、周辺環境にも配慮
する必要がある。左の社は独自の紫外線光触
媒方式により、高い安全性を確保し周辺環境
対策がとられていることから、契約の相手方と
した。

特命随
意契約

58
家畜改良
センター

車両燃料等売
買単価契約

令和5年4月1日 3,163,365 (株)JAおきなわSS
国頭村字辺土名1581-
2

第167条の２
第１項第２号

　家畜改良センター周辺には他に給油施設は
なく、当該事業所以外では、当センターへの迅
速な燃料運搬供給ができないため。

特命随
意契約
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農林水産部　における随意契約の実績　　（令和５年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

59
家畜改良
センター

浄水設備保守
管理委託

令和5年4月1日 1,953,930 株式会社　翔南工業 浦添市港川281-27
第167条の２
第１項第２号

　家畜改良センターに設置している浄水設備
の保守管理にあたっては、高い専門性を有す
る当該設備の熟知（設備設置の経緯、地理的
事情の把握も含む）、定期的な直接点検が可
能なことが条件である。
　よって、当該浄水設備の設置を行った翔南工
業に管理を委託することが経済性・効率性の
観点から最も合理的であるため。

特命随
意契約

60
家畜改良
センター

乳用牛用飼料
単価契約（第１
四半期）

令和5年4月1日 32,493,511
沖縄県酪農農業協同組
合

八重瀬町字友寄960番
地

第167条の２
第１項第２号

　県内において当該事業者以外では乳用牛用
飼料の多品目を取り扱っていないため。
　また、乳用牛発育への影響から飼料の継続
性を保つ必要があるため。

特命随
意契約

61
家畜改良
センター

登録検査手数
料単価契約

令和5年4月3日 1,212,860
公益社団法人　沖縄県家
畜改良協会

八重瀬町字外間106-2
第167条の２
第１項第２号

　県内において家畜の登録業務を行っている
のは沖縄県家畜改良協会のみであるため。

特命随
意契約

62
家畜改良
センター

肉豚等売買契
約

令和5年4月3日 2,425,675 琉球協同飼料株式会社
南風原長津嘉山1471-
3

第167条の２
第１項第２号

　北部管内でと畜処理できるのは琉球協同飼
料株式会社のみであるため。

特命随
意契約

63
南部農林
土木事務
所

糸満漁港（北地
区）巡回清掃業
務委託

令和5年5月1日 9,658,000 （一財）沖縄県水産公社
糸満市西崎町１丁目４
番地の１１

第167条の２
第１項第２号

　本件業務の目的は漁港を常時良好な状態に
保つこと等であるが、漁港内での緊急事態（水
難事故や漂着物の撤去等）の発生も想定され
るため、受注者は緊急事態に対して迅速に対
応出来ることが求められる。
　（一財）沖縄県水産公社は糸満漁港（北地
区）を拠点として活動しており、日頃から漁業
者の要望等を蓄積している。また、漁港内に常
駐していることから、緊急事態に対して迅速に
対応することも可能である。したがって、本件
業務の性質を満たし、目的に合致する業者は
（一財）沖縄県水産公社のみであるため、同公
社を選定した。

特命随
意契約
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農林水産部　における随意契約の実績　　（令和５年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

64
南部農林
土木事務
所

糸満漁港（中・
南地区）巡回清
掃業務委託

令和5年5月1日 2,657,600 糸満漁業協同組合
糸満市字糸満６０３番
地１地先

第167条の２
第１項第２号

　本件業務の目的は漁港を常時良好な状態に
保つこと等であるが、漁港内での緊急事態（水
難事故や漂着物の撤去等）の発生も想定され
るため、受注者は緊急事態に対して迅速に対
応出来ることが求められる。
　糸満漁業協同組合は糸満漁港（中・南地区）
を拠点として活動しており、日頃から漁業者の
要望等を蓄積している。また、漁港内に常駐し
ていることから、緊急事態に対して迅速に対応
することも可能である。したがって、本件業務
の性質を満たし、目的に合致する業者は糸満
漁業協同組合のみであるため、同漁業協同組
合を選定した。

特命随
意契約

65
南部農林
土木事務
所

泊漁港巡回清
掃業務委託

令和5年5月1日 5,717,800 那覇地区漁業協同組合
那覇市港町１丁目１番
９号

第167条の２
第１項第２号

　本件業務の目的は漁港を常時良好な状態に
保つこと等であるが、漁港内での緊急事態（水
難事故や漂着物の撤去等）の発生も想定され
るため、受注者は緊急事態に対して迅速に対
応出来ることが求められる。
　那覇地区漁業協同組合は泊漁港を拠点とし
て活動しており、日頃から漁業者の要望等を
蓄積している。また、漁港内に常駐しているこ
とから、緊急事態に対して迅速に対応すること
も可能である。したがって、本件業務の性質を
満たし、目的に合致する業者は那覇地区漁業
協同組合のみであるため、共同組合を選定し
た。

特命随
意契約
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農林水産部　における随意契約の実績　　（令和５年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

66
南部農林
土木事務
所

当添漁港巡回
清掃業務委託

令和5年5月1日 1,815,000
与那原・西原町漁業協同
組合

与那原町字板良敷６４
９番地

第167条の２
第１項第２号

　本件業務の目的は漁港を常時良好な状態に
保つこと等であるが、漁港内での緊急事態（水
難事故や漂着物の撤去等）の発生も想定され
るため、受注者は緊急事態に対して迅速に対
応出来ることが求められる。
　与那原・西原町漁業協同組合は当添漁港を
拠点として活動しており、日頃から漁業者の要
望等を蓄積している。また、漁港内に常駐して
いることから、緊急事態に対して迅速に対応す
ることも可能である。したがって、本件業務の
性質を満たし、目的に合致する業者は与那原・
西原町漁業協同組合のみであるため、同漁業
協同組合を選定した。

特命随
意契約

67
南部農林
土木事務
所

海野漁港巡回
清掃業務委託

令和5年5月1日 1,309,000 知念漁業協同組合
南城市知念字知名１１
９８番地

第167条の２
第１項第２号

　本件業務の目的は漁港を常時良好な状態に
保つこと等であるが、漁港内での緊急事態（水
難事故や漂着物の撤去等）の発生も想定され
るため、受注者は緊急事態に対して迅速に対
応出来ることが求められる。
　知念漁業協同組合は海野漁港を拠点として
活動しており、日頃から漁業者の要望等を蓄
積している。また、漁港内に常駐していること
から、緊急事態に対して迅速に対応することも
可能である。したがって、本件業務の性質を満
たし、目的に合致する業者は知念漁業協同組
合のみであるため、同漁業協同組合を選定し
た。

特命随
意契約

68
南部農林
土木事務
所

南大東漁港（南
大東地区）巡回
清掃業務委託

令和5年5月1日 1,342,000 南大東漁業組合
南大東村字池之沢３３
９－５

第167条の２
第１項第２号

　本件業務の目的は漁港を常時良好な状態に
保つこと等であるが、漁港内での緊急事態（水
難事故や漂着物の撤去等）の発生も想定され
るため、受注者は緊急事態に対して迅速に対
応出来ることが求められる。
　南大東村漁業組合は南大東漁港（南大東地
区）を拠点として活動しており、日頃から漁業
者の要望等を蓄積していることや、緊急事態
の対応を迅速に行うことが出来る。したがっ
て、本件業務の性質を満たし、目的に合致する
業者は南大東村漁業組合のみであるため、同
漁業組合を選定した。

特命随
意契約
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農林水産部　における随意契約の実績　　（令和５年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

69
南部農林
土木事務
所

糸満漁港蓄光
板設置業務（Ｒ
５）

令和5年5月30日 2,420,000 福山建設（株）
浦添市牧港４丁目14番
地17号

第167条の２
第１項第５号

　地方自治法施行令第167条の２第１項５号の
規定に基づき随意契約に付する。
　沖縄県随意契約ガイドラインの適用基準５－
（５）に該当。
　県内漁港漁場整備関係工事において施行実
績があり、本業務に用いる資材を早期入手が
出来、なおかつ設置業務が可能な業者を選定
した。

随意契
約

70
南部農林
土木事務
所

建設資材単価
特別調査業務
（Ｒ５喜屋武第
３・幕上東）

令和5年5月18日 1,617,000
一般財団法人　建設物価
調査会　沖縄支部

那覇市久茂地３丁目１
番１号

第167条の２
第１項第２号

　競争入札には適さないと判断されるため、地
方自治法167条の２第１項第２号の規定により
随意契約とした。
　資材単価業務を行う団体は２者のみである
が、そのうち１者が見積を依頼した際に辞退し
たことから（一財）建設物価調査会沖縄支部を
選定した。

特命随
意契約

71
南部農林
土木事務
所

真壁東第２地
区換地業務

令和5年6月14日 14,960,000
沖縄県土地改良事業団
体連合会

南風原町字本部453番
地３

第167条の２
第１項第２号

　換地原案を作成することが主な業務内容で
あるが、換地業務に実施出来るものは沖縄県
土地改良事業団体連合会以外にないことか
ら、地方自治法施行令第167条の２第１項２号
に基づき随意契約とした。

特命随
意契約

72
村づくり計
画課

グリーン・ツー
リズム体制強
化促進事業業
務委託

令和5年5月24日 10,164,000
特定非営利活動法人　自
然体験学校

沖縄県島尻郡八重瀬
町字具志頭296番地

第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
ろ２社から応募があり、それぞれの企画提案
内容等を選定委員会において審査したところ、
左の社の提案は、安全・安心な体験交流を提
供する上で必要な研修企画など、県内のグ
リーン・ツーリズム実践者の資質向上を図ると
いう点において特に評価が高く、評価順位が１
位であったため、契約の相手方として選定し
た。
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農林水産部　における随意契約の実績　　（令和５年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

73
農地農村
整備課

水土里情報シ
ステム利用契
約

令和5年4月1日 3,108,050
沖縄県土地改良事業団
体連合会

沖縄県島尻郡南風原
町字本部453番地３

第167条の２
第１項第２号

当該システムは実施済みの土地改良事業に
関する情報や海岸保全区域、農地筆ごとの情
報等を航空写真上に表示できるため、現地調
査等に要していた時間を削減でき、業務の効
率化に有用である。また、インターネットに接続
したシステムであることから、システム内の情
報更新を速やかに行い閲覧することができる。
これらの条件を満たす当該システムを運用して
いるのは、沖縄県土地改良事業団体連合会の
みであることから、契約の相手方として選定し
た。

特命随
意契約

74
農地農村
整備課

沖縄県用地補
償管理、土地
評価価格算定
システム運用
保守委託業務

令和5年4月1日 1,320,000
（株）創和ビジネス・マシ
ンズ

沖縄県那覇市泉崎２丁
目23番２号

第167条の２
第１項第２号

　公募型プロポーザル方式で採用され、本シス
テムの開発業務を担った当該企業が著作権を
有しており、他の業者がシステムの修正等を行
うことが困難であること、システム稼働後の運
用コストを含めた業者選定であることから、当
該企業を契約の相手方とした。

特命随
意契約

75
森林管理
課

令和５年度森
林航空レーザ
データ整備委
託業務

令和5年6月30日 2,497,000
アジア航測株式会社
沖縄営業所

沖縄県那覇市松尾１-
19-１
合人社沖縄県庁前アネ
クス

第167条の２

　本業務は、森林情報の高度化のため、令和
２年度及び令和３年度に行った本島北部地域
の航空レーザデータ整備の継続業務である。
成果物には特許があり、同一図法でデータを
整備する必要があることから、過年度と同一の
社を契約の相手方とした。
　なお、令和２年度の業者選定にあたっては、
データの保有状況調査を実施した上で選定し
た。

特命随
意契約

76
森林管理
課

令和5年度森林
病害虫戦略的
防除調査検討
委託業務

令和5年6月12日 12,894,200

株式会社沖縄環境分析
センター・日本工営株式
会社共同企業体
①株式会社沖縄環境分
析センター
②日本工営株式会社　沖
縄支店

①沖縄県宜野湾市真
栄原3丁目7番24号
②沖縄県那覇市壺川
3-5-1

第167条の2
第1項第2号

　本事業は事業期間を令和4年度から令和6年
度までとしており、令和4年度はプロポーザル
方式により企画提案を募集し、業者を特定した
上で随意契約により事業実施した。令和4年度
企画提案時に3年分の事業内容を提案してお
り、その継続性と効率的・効果的な事業実施の
ため、令和4年度と同じ業者と契約締結してい
る。

特命随
意契約
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農林水産部　における随意契約の実績　　（令和５年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

77
森林管理
課

令和５年度森
林クラウド運用
保守委託業務

令和5年4月1日 8,195,000
応用地質（株）沖縄営業
所

沖縄県那覇市久米2丁
目4-14 JB・NAHAビル
3階

第167条の２
第１項第２号

森林クラウドシステムは、一般競争入札により
平成31年度に調達した森林GISシステムであ
り、落札した応用地質株式会社が独自に開発
したものである。
本システムの基盤は開発者が運用するデータ
センターに配置されており、新たな機能の追加
については開発者である応用地質株式会社と
契約を締結する必要がある。

特命随
意契約

78
森林管理
課

令和５年度森
林・林業アドバ
イザー事業委
託業務

令和5年4月14日 4,937,900 （一社）沖縄県森林協会
沖縄県島尻郡南風原
町字新川135番地

第167条の２
第１項第２号

昨年度において、令和４・５年度の２か年にお
ける委託契約候補者の選定にあたり、公募型
プロポーザル方式で選定した相手方と引き続
き契約を行った。

特命随
意契約

79 水産課

糸満漁港高度
衛生管理型荷
捌施設管理委
託業務

令和5年4月1日 3,014,000
一般財団法人沖縄県水
産公社

沖縄県糸満市西崎町1
丁目4番11号

第167条の２
第１項第２号

本事業では、高度衛生管理型荷捌施設の建
物、設備等の維持及び施設管理の業務委託を
行うことで、施設の適正な運用を図ることを目
的としている。
沖縄県水産公社は、当該施設における地方卸
売市場の開設者であり、当該施設の計画・整
備段階から参加しており、施設について十分に
理解している。また、糸満漁港北地区の漁港
管理及び糸満漁港管理運営事務所の管理を
県からの委託で長年行っており、経験も豊富で
ある。
同施設を効率的かつ円滑に管理するために
は、沖縄県水産公社に委託することが肝要と
思慮されるため、選定した。

特命随
意契約

80 水産課

パラオ共和国と
の技術・人材交
流のためのパラ
オ派遣委託業
務

令和5年7月31日 2,814,000 （株）国際旅行社
沖縄県那覇市久茂地３
－４－10 ＹＡＫＡ２階

第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
ろ２社から応募があった。それぞれの企画提
案内容等を選定委員会において審査したとこ
ろ、左の社の提案は実施体制に優れているこ
とから特に評価が高く、総合得点でも最も高得
点であったため、契約の相手方として選定し
た。
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農林水産部　における随意契約の実績　　（令和５年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

81 水産課
沖縄県漁業指
導監督用通信
委託業務

令和5年4月1日 48,180,000
一般社団法人
沖縄県漁業無線協会

糸満市西崎1丁目４番
11号

第167条の２
第１項第２号

「特殊な技術・技能・機器又は設備などを必要
とし、契約を履行できる者が特定されるもの」
に該当する。また、当該法人は、大多数の県
内漁業協同組合、漁業組合が会員となってお
り、緊急時の連絡が円滑に行える。さらに、本
島北部から大東、先島地区のみならず、マグロ
延縄船等が航海する遠洋までをカバーする通
信能力を有しているため、契約の相手方として
選定した。

特命随
意契約

82 水産課

未収金管理回
収業務委託（沿
岸漁業改善資
金）

令和5年4月3日

未収金のうち
収納があった
金額の30％+
消費税

一債権の調査
業務に対し
10,000円+消費
税

株式会社沖縄債権回収
サービス

沖縄県那覇市西１丁目
19番７号

第167条の２
第１項第２号

債務者に関する個人情報の取扱や訪問等に
よる督促活動が伴うが、債務者の生活を侵害
することのないようにしなければならない。従っ
て債権回収業に関する特別措置法に基づき法
務大臣の許可を受け、弁護士と同等の高い遵
法意識を有する専門業者が適当と考えられ、
一般の競争入札には適さない。
沖縄県内で法務大臣の許可を受けている委託
対象の法人は１社のみであるため。

特命随
意契約

83
漁港漁場
課

訴訟委託契約 令和5年6月26日 1,617,000
弁護士法人ひかり法律
事務所

那覇市前島２丁目９番
１３号

第167条の２
第１項第２号

左記弁護士法人は、漁港管理に関する法律相
談等業務を受託しており、本訴訟の対象処分
に関する法律相談を行ったことがあることか
ら、本訴訟において、同法人所属弁護士を本
訴訟の訴訟代理人とし、本訴訟業務を委託す
るのが適当であるため、契約の相手方とした。

特命随
意契約

84
漁港漁場
課

漁港施設使用
届及び指定施
設使用許可申
請書とりまとめ
業務委託

令和5年4月3日 11,948,000
一般財団法人 沖縄県水
産公社

糸満市西崎町1丁目4
番地の11

第167条の２
第１項第２号

漁港施設は特定の漁港関係者が主に利用す
るものであることから、その維持管理は受益者
の代表である地元市町村や漁協等が行なうこ
とで、より効率的・効果的な業務体制を築くこと
ができる。
このような業務を受益者が行なう体制は、その
性質又は目的が競争入札に適しないものであ
るため。

特命随
意契約
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農林水産部　における随意契約の実績　　（令和５年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

85
漁港漁場
課

漁港施設使用
届及び指定施
設使用許可申
請書とりまとめ
業務委託

令和5年4月3日 1,712,000 伊良部漁業協同組合
宮古島市伊良部字前
里添1番地

第167条の２
第１項第２号

漁港施設は特定の漁港関係者が主に利用す
るものであることから、その維持管理は受益者
の代表である地元市町村や漁協等が行なうこ
とで、より効率的・効果的な業務体制を築くこと
ができる。
このような業務を受益者が行なう体制は、その
性質又は目的が競争入札に適しないものであ
るため。

特命随
意契約

86
漁港漁場
課

漁港施設使用
届及び指定施
設使用許可申
請書とりまとめ
業務委託

令和5年4月3日 1,157,000 八重山漁業協同組合 石垣市新栄町83番地
第167条の２
第１項第２号

漁港施設は特定の漁港関係者が主に利用す
るものであることから、その維持管理は受益者
の代表である地元市町村や漁協等が行なうこ
とで、より効率的・効果的な業務体制を築くこと
ができる。
このような業務を受益者が行なう体制は、その
性質又は目的が競争入札に適しないものであ
るため。

特命随
意契約
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農林水産部　における随意契約の実績　　（令和５年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

87
漁港漁場
課

令和5年度漁場
整備に係る基
礎調査業務

令和5年4月28日 13,574,000
国立研究開発法人水産
研究・教育機構　水産技
術研究所

長崎県長崎市多以良
町１５５１－８

第167条の２
第１項第３号

　本件業務の目的は、漁場保全及び漁場造成
の観点から衰退したサンゴの保全・回復を図る
ことである。サンゴの増殖方法としては、親サ
ンゴの枝を折り種苗として使用する無性生殖
法と、サンゴの産卵を利用する有性生殖法が
ある。無性生殖法による増殖は技術的には簡
易であるが、大量に種苗生産をすることは難し
い。一方、有性生殖法は技術的には難しい
が、親サンゴを傷つけることなく大量の種苗生
産が可能である。
　本事業では、国立研究開発法人　水産研究・
教育機構　水産技術研究所（以下、「研究所」
という。）によって新たに開発された有性生殖
法による種苗生産技術を活用することとしてい
る。
　しかし、サンゴの増殖基地整備については、
まだ成功事例もなく、結果を踏まえた技術的な
修正が現場レベルで都度必要となるため、
様々な状況に対応できる専門家が望ましい。さ
らに、サンゴの幼生収集装置などサンゴの増
養殖に特化した設備や機材を所持し、それら
の適切なオペレーションを行いつつ、種苗の生
産までの一連の作業を一貫して実施可能な機
関は、管見の限りではあるが、当該機関以外
に確認できないため、契約相手方として選定し
た。

特命随
意契約

88

北部農林
水産振興
センター森
林整備保
全課

公共土木積算
システム「ＡＲＩ
ＥＳ」賃貸借契
約

令和5年4月1日 440,000 株式会社ジャパナス
福岡県福岡市中央区
天神４丁目８番25

第167条の2
第1項第2号

本契約に係る公共土木積算システム（ＡＲＩＥ
Ｓ）は平成３０年６月１日付けで長期継続契約
を締結し、令和５年３月31日に契約終了したと
ころである。令和５年度以降においても、令和
４年度東江江上予防治山工事、令和４年度古
我知緊急予防治山工事等の繰越工事が実施
されており、今後、変更設計書作成等におい
て、当システムが必要となっている。当システ
ムの単年度契約は、システム開発元である株
式会社ジャパナスしか取扱がないため、１者か
ら見積書を聴取し随意契約を締結した。

特命随
意契約

22



農林水産部　における随意契約の実績　　（令和５年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

89

北部農林
水産振興
センター森
林整備保
全課

令和５年度源
河有銘林道土
砂撤去工事

令和5年5月9日 286,000 有限会社　塩屋工業
沖縄県国頭郡大宜味
村字塩谷６９５番地

第１６７条の
２

第１項第１号

当該工事箇所は、当時施工中であった「源河
緊急自然災害防止工事」と同路線であるため、
同一業者（塩屋工業）と契約することが施工性
に有利である。また、複数の業者が混在すると
安全面が危惧されること、地元住民より早急な
道路の通行確保について要望があったことか
ら上記業者を選定した。

特命随
意契約

90

北部農林
水産振興
センター農
業水産整
備課

安田、宜名真、
辺土名漁港巡
回・清掃業務

令和5年4月26日 1,320,000 国頭漁業協同組合
沖縄県国頭郡国頭村
字辺戸名１８３番地４

第167条の２
第１項第２号

漁港施設は、特定の住民（受益者：漁業者等）
が主に利用するものであることから、その巡
回・清掃は受益者の代表である漁業協同組合
が行うことで、より効率的・効果的な業務体制
を築くことができる。
当該業務を受益者が行う体制は、その性質お
よび目的が入札に適さないものであるため、地
方自治法施行令第167条の2第1項第2号によ
る随意契約とした。

特命随
意契約

91

北部農林
水産振興
センター農
業水産整
備課

名護漁港巡回・
清掃業務

令和5年4月26日 1,989,999 名護漁港協同組合
沖縄県名護市城三丁
目1番1号

第167条の２
第１項第２号

漁港施設は、特定の住民（受益者：漁業者等）
が主に利用するものであることから、その巡
回・清掃は受益者の代表である漁業協同組合
が行うことで、より効率的・効果的な業務体制
を築くことができる。
当該業務を受益者が行う体制は、その性質お
よび目的が入札に適さないものであるため、地
方自治法施行令第167条の2第1項第2号によ
る随意契約とした。

特命随
意契約

92

北部農林
水産振興
センター農
業水産整
備課

真喜屋ダム法
面災害復旧支
援業務（R5）

令和5年5月18日 2,915,000 株式会社　翔土木設計
沖縄県豊見城市字真
玉橋５２１－２

第167条の２
第１項第５号

本業務は、令和5年3月豪により被災した真喜
屋ダム法面の災害復旧を目的とする委託業務
である。
当該委託業務は、被災した真喜屋ダム法面の
災害復旧事業における災害査定の受験に係る
資料作成を行う業務である。
農業農村整備事業や災害復旧事業に精通す
るとともに、当課で受注実績のある業者3者を
選定した。

23



農林水産部　における随意契約の実績　　（令和５年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

93

宮古農林
水産振興
センタース
タッフ

複合機による
複写サービス
等に関する契
約

令和5年4月1日 1,211,000
富士フイルムビジネスイ
ノベーションジャパン株式
会社　沖縄営業所

沖縄県那覇市久茂地１
丁目７番１号

地方自治法
施行例（昭和
22年政令第
16号）第167
条の２第1項

第２号

本契約の目的物に規格､性能､構造等の制約
があることにより、契約を履行できる者が特定
される為。

94

宮古農林
水産振興
センター農
林水産整
備課

新城排水路調
査設計業務（Ｒ
５）

令和5年5月17日 3,850,000
（株）三祐コンサルタンツ
沖縄事務所

沖縄県那覇市久茂地２
丁目９番24号

第167条の２
第１項第２号

　当該業務は、国営の高水対策と一体的な整
備計画を樹立する必要があり、国営宮古伊良
部地区にて発注済の「令和5年度宮古伊良部
農業水利事業地下ダム総合課題検討（その2）
業務」の契約相手方である株式会社三祐コン
サルタンツ九州支店と同企業内組織である株
式会社三祐コンサルタンツ沖縄事務所を選定
した。
高度な技術力を必要とする業務のため、国営
業務の契約相手方の選定方法はプローポー
ザル方式で選定されている。

特命随
意契約

95

宮古農林
水産振興
センター農
林水産整
備課

漁港巡回・清掃
業務委託（荷川
取漁港・博愛漁
港）

令和5年6月8日 2,427,573 宮古島漁業協同組合
宮古島市平良荷川取
593-5

第167条の２
第１項第２号

漁港施設は特定の住民（受益者：漁業者等）が
主に利用するものであることから、その巡回・
清掃は受益者の代表である宮古島漁業協同
組合が行うことで、受益者へのボランティア活
動等の働きかけが行え、より効率的・効果的な
活動が望める。
　このような業務は、その性質または目的が競
争入札に適しないものである。よって、地方自
治施行令第１６７条の２第１項第２号により随
意契約とする。

特命随
意契約

96

宮古農林
水産振興
センター農
林水産整
備課

漁港巡回・清掃
業務委託（佐良
浜漁港・佐和田
漁港）

令和5年6月8日 2,090,000 伊良部漁業協同組合
宮古島市伊良部字前
里添１番地

第167条の２
第１項第２号

漁港施設は特定の住民（受益者：漁業者等）が
主に利用するものであることから、その巡回・
清掃は受益者の代表である伊良部漁業協同
組合が行うことで、受益者へのボランティア活
動等の働きかけが行え、より効率的・効果的な
活動が望める。
　このような業務は、その性質または目的が競
争入札に適しないものである。よって、地方自
治施行令第１６７条の２第１項第２号により随
意契約とする。

特命随
意契約

24



農林水産部　における随意契約の実績　　（令和５年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

97

宮古農林
水産振興
センター農
林水産整
備課

漁港巡回・清掃
業務委託（池間
漁港）

令和5年6月8日 1,815,000 池間漁業協同組合
宮古島市平良池間90-
1

第167条の２
第１項第２号

漁港施設は特定の住民（受益者：漁業者等）が
主に利用するものであることから、その巡回・
清掃は受益者の代表である池間漁業協同組
合が行うことで、受益者へのボランティア活動
等の働きかけが行え、より効率的・効果的な活
動が望める。
　このような業務は、その性質または目的が競
争入札に適しないものである。よって、地方自
治施行令第１６７条の２第１項第２号により随
意契約とする。

特命随
意契約

98

宮古農林
水産振興
センター農
林水産整
備課

宮古管内換地
業務

令和5年6月12日 41,177,200
沖縄県土地改良事業団
体連合会

南風原町字本部４５
３ー３

第167条の２
第１項第２号

　換地業務は、土地改良換地士の関与を求め
てられており、換地業務の経費算定基準にお
いても土地改良換地士及び換地業務の実務
経験が求められている。また、換地業務は単
年度ごとの契約だが、成果の積み上げが最終
的な換地計画になるため、業務の継続性が重
要となる。
　沖縄県土地改良事業団体連合会は、土地改
良事業の計画、測量設計、換地業務を総合的
に実施している機関であり、特に換地業務に関
しては、有資格者を多数有しており、併せてこ
れまでの数多い地区の換地業務実績に基づ
いて信頼性を参酌し、地方自治法施行令第
167条の2第1項第2項により随意契約とする。

特命随
意契約
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農林水産部　における随意契約の実績　　（令和５年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

99

宮古農林
水産振興
センター農
林水産整
備課

宮古島市増原
地区換地業務

令和5年6月12日 13,095,000
沖縄県土地改良事業団
体連合会

南風原町字本部４５
３ー３

第167条の２
第１項第２号

　換地業務は、土地改良換地士の関与を求め
てられており、換地業務の経費算定基準にお
いても土地改良換地士及び換地業務の実務
経験が求められている。また、換地業務は単
年度ごとの契約だが、成果の積み上げが最終
的な換地計画になるため、業務の継続性が重
要となる。
　沖縄県土地改良事業団体連合会は、土地改
良事業の計画、測量設計、換地業務を総合的
に実施している機関であり、特に換地業務に関
しては、有資格者を多数有しており、併せてこ
れまでの数多い地区の換地業務実績に基づ
いて信頼性を参酌し、地方自治法施行令第
167条の2第1項第3項により随意契約とする。

特命随
意契約

100

宮古農林
水産振興
センター農
林水産整
備課

宮古島市上地
中部地区換地
業務

令和5年6月12日 28,918,300
沖縄県土地改良事業団
体連合会

南風原町字本部４５
３ー３

第167条の２
第１項第２号

　換地業務は、土地改良換地士の関与を求め
てられており、換地業務の経費算定基準にお
いても土地改良換地士及び換地業務の実務
経験が求められている。また、換地業務は単
年度ごとの契約だが、成果の積み上げが最終
的な換地計画になるため、業務の継続性が重
要となる。
　沖縄県土地改良事業団体連合会は、土地改
良事業の計画、測量設計、換地業務を総合的
に実施している機関であり、特に換地業務に関
しては、有資格者を多数有しており、併せてこ
れまでの数多い地区の換地業務実績に基づ
いて信頼性を参酌し、地方自治法施行令第
167条の2第1項第4項により随意契約とする。

特命随
意契約
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農林水産部　における随意契約の実績　　（令和５年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

101

宮古農林
水産振興
センター農
林水産整
備課

宮古島市狭間
地区換地業務

令和5年6月12日 10,370,800
沖縄県土地改良事業団
体連合会

南風原町字本部４５
３ー３

第167条の２
第１項第２号

　換地業務は、土地改良換地士の関与を求め
てられており、換地業務の経費算定基準にお
いても土地改良換地士及び換地業務の実務
経験が求められている。また、換地業務は単
年度ごとの契約だが、成果の積み上げが最終
的な換地計画になるため、業務の継続性が重
要となる。
　沖縄県土地改良事業団体連合会は、土地改
良事業の計画、測量設計、換地業務を総合的
に実施している機関であり、特に換地業務に関
しては、有資格者を多数有しており、併せてこ
れまでの数多い地区の換地業務実績に基づ
いて信頼性を参酌し、地方自治法施行令第
167条の2第1項第5項により随意契約とする。

特命随
意契約

102

宮古農林
水産振興
センター農
林水産整
備課

宮古島市ウヅ
ラ嶺地区換地
業務

令和5年6月12日 12,865,300
沖縄県土地改良事業団
体連合会

南風原町字本部４５
３ー３

第167条の２
第１項第２号

　換地業務は、土地改良換地士の関与を求め
てられており、換地業務の経費算定基準にお
いても土地改良換地士及び換地業務の実務
経験が求められている。また、換地業務は単
年度ごとの契約だが、成果の積み上げが最終
的な換地計画になるため、業務の継続性が重
要となる。
　沖縄県土地改良事業団体連合会は、土地改
良事業の計画、測量設計、換地業務を総合的
に実施している機関であり、特に換地業務に関
しては、有資格者を多数有しており、併せてこ
れまでの数多い地区の換地業務実績に基づ
いて信頼性を参酌し、地方自治法施行令第
167条の2第1項第6項により随意契約とする。

特命随
意契約

103

八重山農
林水産振
興センター
スタッフ

ウリミバエ成虫
羽化箱

令和5年4月7日 4,989,600
株式会社ミヤギパッケー
ジ

沖縄県島尻郡八重瀬
町字屋宜原176-1

第167条の2
第1項第2号

　ウリミバエ成虫羽化箱は、沖縄県でウリミバ
エを根絶する平成５年以前から、当センターと
株式会社ミヤギパッケージとでその仕様・規格
について試行錯誤を重ねながら製作してきた。
現在、用途・機能において他に代替できる製品
は存在しないため。

特命随
意契約
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農林水産部　における随意契約の実績　　（令和５年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

104

八重山農
林水産振
興センター
農林水産
整備課

県管理国営造
成施設操作委
託業務（Ｒ５）

令和5年4月13日 12,993,200 石垣島土地改良区
石垣市字真栄里６７２
番地

地方自治法
施行令第167
条の2第1項

第２号

本業務は、県が管理する国営造成施設の操作
を委託するものであり、公益を目的とした「操
作委託協定書」に基づき石垣島土地改良区と
契約を締結するものであることから、地方自治
法施行令第167条の2第1項第２号及び沖縄県
随意契約ガイドライン５－(２)－④の規定に基
づき随意契約を締結した。

特命随
意契約

105

八重山農
林水産振
興センター
農林水産
整備課

石垣漁港巡回・
清掃委託業務
（Ｒ５）

令和5年4月25日 4,238,300 八重山漁業協同組合 石垣市新栄町８３番地

地方自治法
施行令第167
条の2第1項

第２号

　漁港施設は、特定の住民（受益者：漁業者
等）が主に利用するものであることから、その
巡回・清掃は受益者の代表である地元漁協等
が行うことで、より効率的・効果的な業務態勢
を築くことができる。このような業務体制はその
性質又は目的が競争入札に適しないものであ
ることから、地方自治法施行令第167条の2第1
項第２号及び沖縄県随意契約ガイドライン５－
(２)－④の規定に基づき、地元漁協である当該
団体を契約の相手方として選定した。

特命随
意契約
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農林水産部　における随意契約の実績　　（令和５年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

106
流通・加工
推進課

県産農林水産
物輸出体制構
築事業委託業
務契約書

令和5年5月15日 13,420,000
株式会社プロダクツ・プラ
ニング

沖縄県那覇市鏡原町１
０－８　鏡原ＵビルⅡ
２Ｆ

第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
ろ２社から応募があった。それぞれの企画提
案内容等を選定委員会において審査したとこ
ろ、左の社の提案が優れていることから特に評
価が高く、総合得点でも最も高得点であったた
め、契約の相手方として選定した。

107
流通・加工
推進課

学校給食にお
ける県産食材
利用促進事業
委託業務

令和5年6月20日 4,622,200 （株）マイファーム
京都府京都市下京区
東塩小路町607番地
辰巳ビル１階

第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
ろ１社から応募があった。企画提案内容等を選
定委員会において審査したところ、左の社の提
案は総合得点が最低基準点を満たしていたた
め、契約の相手方として選定した。

108
営農支援
課

令和５年度県
産農産物の安
全性向上と安
心確保推進事
業に係る業務

令和5年6月13日 5,500,000 沖縄協同青果株式会社
沖縄県浦添市伊奈武
瀬１丁目11番１号

第167条の２
第１項第２号

本業務は農業協同組合等の出荷団体を通さな
い個人出荷者を対象に、食品の安全性に関す
る講習や指導をとおして農薬の適正使用や衛
生管理の推進を目的としている。業務の実施
にあたり、個人出荷者や流通業者まで幅広い
ネットワークを有し、県内の農業生産状況に関
する知識も有するなど高い専門性が必要であ
ることから、沖縄県の個人出荷者の出荷物の
ほとんどが集まる中央卸売市場において唯一
の卸売業者である沖縄協同青果株式会社を
契約の相手方として選定した。

特命随
意契約

＊No106～108追加記載
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